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自動車教習所への入所を契約した
が技能教習の予約が取れない、解約を
申し出たが返金額が少ない等、自動車
教習所に関する相談が寄せられています。

免許取得までの所要期間、教習の
予約の取りやすさ、追加料金の有無、
解約条件など、よく確認しましょう。特に
免許取得を希望する時期がある場合は、
そうした事情を自動車教習所に相談した
うえで契約を検討しましょう。

また、自動車教習所には、公安委員
会指定の自動車教習所とそうでない

教習所があります。指定自動車教習所を
卒業した場合には運転免許試験場での
技能試験が免除になりますが、指定を
受けていない 教 習 所では 免 除 には
ならないこと、また両者には教習期限や
教習時限数の規定の有無等、違いがある
点も理解したうえで、契約するように
しましょう。

困ったときは、お住まいの自治体の
消費生活センター等にご相談ください

（消費者ホットライン188)。

!

!

!

!

ひ と こ と ア ド バ イ ス  

事例 高校3年生の息子が車の免許を取るため10月から地元の自動車
教習所に通っているが、教習生が多すぎて実技の予約が取れず

困っている。3月現在でも仮免許までいってない。教習所に事情を伝えても、キャ
ンセル待ちをしてほしいとしか言われない。就職内定先の会社からは4月中に
免許取得してほしいと言われている。                               （当事者：高校生）

自動車教習所選びは慎重に
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